
表4-14確 認された生物管理作業項 目の数

図4-15.千 葉県民の 森の生物 管理作業 内容(作 業対 象別)

2)使 用 した 作 業 日誌 に つ い て

使用 した作業員作業 日誌は、東庄県民の森以外 の5箇 所 については平成3年 度の ものを

用いた。 しか しなが ら、東庄県民の森だけは通年の作業 日誌が入 手できなかったため、表

4-12に 示 した通 り、平成3・4年 度の2ヶ 年 にまたがる作業 日誌 を用 いた。

b結 果 ・考 察

1)確 認 され た 生 物 管 理 作 業 の 種 類

6箇 所の県民 の森にお ける生物管理 の 「作 業単位」は、表4-14の 通 り合計317項 目

が確認 された。各県民の森 ごとに見 ると、最 も少ないのは 「作業対象地」 を区分 していな

い船橋県民の森 の22項 目、最 も多か ったのは当該年度 にふ るさと館が建設 されたことに伴

い、臨時的な作業がみ られ た東庄県民の森の105項 目であった。

2)作 業 対 象 とな る生 物 の属 性

各作業が どの様 な生物 を対象に行われ たのかについてま とめ、図4-15に 示 した。

結果は、木本 に対す る作業が43%、 草本 に対す る作業は52%で 、動物 に対す る作業はわ

ずか3%で あった。

また、森林 自体(木 本 ・草本)に 対す る作業項 目は34%で 、造園的空間(造 園木 ・造園

草本 ・芝)に 対す る作業項 目は61%で あった。



図4-16千 葉 県民の森 の生物管 理作 業内容(作 業頻 度別)

図4-17千 葉 県民の森 の生 物管理 作業 内容(目 的対象 別)

3)頻 度

各作業の頻度につ いてま とめ、図4-16に 示 した。

結果 は、毎年定期的に行われ る作業が全体の74%と 多 く、ほぼ毎年行われ る作業が3%、

数年に一度行われ る作業 が6%、 この年のみ に行 われた作業が16%で あった。

4)作 業 目的

4)-1目 的 とす る対 象

各作業 が どの様な作業 目的の もとに行われたのか をま とめ、図4-17に 示 した。なお 、

1つ の 「作業単位」が複数 の作業 目的を持つ場合があった。その場合 には該当項 目全てに

算入 した。

結果は、対象 とした生物 自体のための作業 が26%、 景観 のための作業が35%、 ビジター



図4-18千 葉 県民の森 の生物管 理作業 内容(環 境変 化別)

のた めの作業が33%と 、ほぼ同 じ割合であった。

4)-2作 業 後 の 環 境 変 化

作業を行 った後の環境の変化についてまとめ、図4-18に 示 した。なお、 この場合 も

1つ の 「作業単位」 が複数 の項 目にまたがることが あったが、その場合には全てに算入 し

た。

結果は、回復作業が13%、 維持作業が61%、 向上作業が14%で あ り、維持作業 の比率が

高かった。

cま とめ及 び 今 後 の課 題

今回の調査によ り、千葉県民の森 を対象 に、既存の観光 レク リエー ション林の管理実態

に関する情報が、以下の通 りまとめ られ た。

①木本管理 と草本管理の割合 はほぼ同程度行われてお り、動物に対す る管理はほ とん ど見

られ なかった こと

②森林管理 と造園的管理 との割合はほぼ1:2に 割合 であったこ と

③毎年行われ るようなルーテ ィー ンワー クが4分 の3を 占めるこ と

④管理の 目的は、生物の維持保全、景観、 ビジター対応がそれぞれ1:1:1の 割合であ

ること

⑤作業後の環境変化については、維持作業 がほぼ3分 の2を 占め るこ と

これ らの結果 は、第3章 で既存の研 究史 をレビュー してきた中で も、ほ とん ど見 られな

い知見であったため、本報告 により、観光 レク リエーシ ョン林の生物管理作業の高度化を

行 うための基礎的な資料が提供できた と考 えられ る。



(7)レ ク リエ ー シ ョン林 に お け る生 物 管 理 作 業 に対 す る 管 理 者 の 意 識

(そ の1)-清 和 ・内 浦 山 ・大 多 喜 県 民 の森 の3地 域 比 較-

さらに引き続き、観 光 レクリエーシ ョン林 の生物管理作業の実態を、管理者の意識の面

か ら明 らかにす るため、千葉県立清和 ・内浦 山 ・大多喜県民の森の管理者 を対象に、AHP

法によるアンケー ト調査 を行 った。 これまでの調査の結果、県民の森の面積が大き くなる

につれて、 ビジター管理 に労力が割 かれ る割合が大 きくな り、一方で生物管理に対 して割

かれ る労力の割合が相対的 に低下す る とい う傾 向や(田 中 ら1993)、 現在行 われ てい る生

物管理作業は、環境 を現状維持するために行われ る作業、あるいは以前よ りも悪化 した環

境を回復 させ るための作業が中心で、積極的 に観光 レク リエー ション林の環境 を向上 させ

るために行われ る作業 の割合 はそれ ほど高 くない とい う傾 向(田 中 ら1993,田 中 ら1995)

な どのい くつかの知見が見い出 されている。

但 し、これ らの知見はあ くまでも作業 日誌の履歴 を整理 し、その結果 を定量的に解析 し

た うえで推察 されたものである。そのため、 この信頼性を確認す るために、観点 を違 えた

手法か ら補足調査を行 う必要があると考えられ た。

上述 の背景を踏まえ、本調査では、観光 レクリエー シ ョン林の生物管理作業の実態を、

管理者の意識 の面か ら明 らかにす ることを目的に、管理者 に対す るアンケー ト調査 を行っ

た。

a対 象 ・方 法

1)対 象

本アンケー ト調査 において も、作業員作業 日誌の調査 と同様 に、最初に清和県民の森、

内浦山県民の森、大多喜県民の森の3箇 所の県民の森を対象に調査 を開始 した。 これ らの

県民の森は、先述の通 り、開園年 ・管理主体 ・林相な どに若干の違 いがあるものの、比較

的近隣に位置 し、来訪者の利用形態 も類似 している。一方で、面積 に関 しては1桁 オーダ

ーずつ異なるため、その点か ら比較考察を行 う検討材料 として利用で きる。

2)方 法

本調査では、各県民の森の生物 管理作業に詳 しい複数 の管理者 を対象 に、AHP法(階 層

化意志決定法)(利 根1986)を 用 いたアンケー ト調査を行 うこ とに した。AHP法 とは ピッ

ツバーグ大学のT.L.サ ーテ ィ氏によ り1970年 代に開発 され、計量化 の難 しい勘 ・直観 ・

フィー リングによる部分が多い人間の判断 を扱 うために用 いられ る手法で ある。その様な

人間の判断 を十分認識 した上で最大公約数的な判断を相対値 として定量的に表す ことがで

きる。我が国の林学分野では、例 えば、近年は森林認証(FSC)な どに、同手法に近い考 え

方 が応用 され ている。

AHP法 による解析 は、①比較のための階層項 目の選定、②被験者 の一対比較に よる重要

度の決定、③重要度の値 を用いた解析計算並び に結果の解析 とい う手順で進 め られ る。

初めに、比較のための階層項 目につ いて、今回は3種 類の比較のためのグループを選定

した。 まず 、県民の森 で行われ るあ らゆる管理作業の中で生物管理作業の位置づけがどう

なってい るのかを明 らかにす るために 「作業種」の各項 目を選定 した。次に、県民の森の



表4-15管 理 作業の 目的

環境 を一年前の状況よ りも両上 させ るために行 ってい る生物管理作業 なのか、維持す るた

めに行 っているものなのか、あるいは悪化 した環境 を回復 させ るために行 ってい る作業な

のか とい うことを明 らかにす るために 「生物管理作業 を行 う目的(表4-15)」 の各項

目を選定 した。最後に県民の森 のどの区域 の生物管理作業に管理者が重 きをおいてい るか

を明 らかにす るために 「2グ ループ ・6種 類の活動類型」の各項 目を選定 した(補 注4-

1)。 項 目の選定にあた っては、過去の調査 を参考 に(田 中ら1993,田 中 ら1995)、 各県民

の森の管理者 が理解 しやすい項 目建てになるよ うに留意 した。

(補注4-1)こ の比較は、各県民の森の管理者に、その県民の森に実在する区域を想定 してもらうほ

うが具体性 を増 し、回答 しやすいと考えられる。そのため、各県民の森で管理者 と相談 した上、以下の

ものを選定 した。なお、施設学習型については屋内型(a)と 屋外型(b)の2種 類を選定することに した。

清和 内浦山 大多喜

自然休養型 家族の丘 中央広場 芝生の広場

自然散策型 遊歩道 遊歩道 ピクニ ックコース

自然運動型 スポーツ広場 運動広場 展望コース

施設運動型 サイクリング広場 体育館 フィール ドアス レチック

施設宿泊型 キャンプ場 キャンプ場 キャンプ場

施設学習型A 桜植栽地 樹木園 竹笹園

施設学習型B 森林館 資料館 展示館

次 に、各県民の森の生物管理作業に詳 しい複数 の管理者(清 和県民の森2名 、内浦山県

民の森2名 、大多喜県民の森3名)を 被験者 として選出 してもらい、上述 の比較項 目間の

重要度を決定す るために、対面型 の面接式ア ンケー トを行 った。本調査 では、管理作業に

対す る管理者 の現状 の認識 と将来の展望を把握す るために、同 じ項 目間を3通 りの異 なる

観点か ら比較 してもらった。すなわち、①現在優先度が高い項 目はどち らか、②現在不足

度が高い項 目はどち らか、③将来優先度を高 くすべ き項 目はどちらか、とい う観点であ る。

そ して全ての項 目間で、「非常に高い ・高い ・やや高い ・同 じ ・やや低 い ・低い ・非常に

低い」の7段 階の重みづけをしてもらった。重みづ けの度合 いは被験者全員で話 し合い、

合意が とれた値 を決定値 とした。 また、ア ンケー ト終了後に、どの様 な基準 ・考えで比較

を行 ったかについて、補足的に聞 き取 り調査 を行 った。ア ンケー トは各県民の森 ともに19

93(平 成5)年12月 に行 った。



b結 果

1)清 和 県 民 の森 にお け る意 識 調 査 の 結 果

まず、作業種 に関す る各項 目の比較(図4-19,補 注4-2,4-3)を み ると、清

和県民の森で は現在 ビジター管理 の優 先度が高い(0.504)た めに、優先度が低 い生物管

理作業 が不足(0.361)し ているこ とを示 してい る。 しか しなが ら、県民の森の観光 レク

リエー シ ョン的環境 を向上 させ るためには、将来生物管理作業を積極的 に優先 させ るべき

である と管理者が強 く意識(0.310)し てい ることがわか る。

清和県民の森

注1:各 項目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度
中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注2:数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:CI-整 合度
CR-整 合比

図4-19清 和県民の森における管理者の意識



(補注4-2)結 果は3層 に分かれて記載されており、上層から順に、作業種に関する各項目の比較、

生物管理作業を行う目的に関する各項目の比較、生物管理作業に関する立地-活動因子に関する各項目の

比較の結果を示している。

そして、各項目の右肩の3種 類の数値は、その項目の比較の結果の値である。上から順に、現在行っ

ている管理作業の優先度、現在行っている管理作業の不足度、将来行うべき管理作業の優先度、を示し

ている。また、比較対象となったすべての項目に与えられた数値を合計すると丁度1と なるように相対

値で表されている。

(補注4-3)今 回の結果では、清和 ・内浦山南県民の森の2箇 所で、回答のいくつかの整合比と整合

度が0.15以上となった。本来これらの値は0.15以内におさまることが統計上好ましい。しかしながら、

今回は、このままでの管理者の意識傾向は読み取り可能と判断し、改めてアンケー トの取り直しは行わ

なかった。

次 に、生物管理作業 を行 う目的に関す る各項 目の比較については、将来県民 の森の観光

レク リエーシ ョン的環境を向上 させ るために理想的 である と管理者が考 えている作業配分

で現在 も作業が行 われているのであるが(回 復作業:維 持作業:向 上作業:0.088:0.451

:0.451)、 上述 の通 り現在の生物管理作業 の絶対量が不足 しているた め、すべての作業

目的が十分 に行えていないとい う状況にあることが懸念 され る。

最後に、生物管理作業に関す る 「2グ ループ ・6種 類の活動類型」の各項 目の比較では、

現在優先 させているのは森林館周辺(0.176)や 家族 の丘(0.324)、 キャンプ場(0.216)

な ど多数 の来訪者 が確実に立ち寄る施設周辺の生物管理作業であ り、その しわ寄せ として

遊歩道(0.020)や サイ クリング道(0.069)な どの、来訪者 が比較的訪れ ない施設に関す

る生物管理作業 が相対的 に不足 している と意識 されている。 また、将来は現在 も優先的に

行 ってい る箇所 での生物管理作業 を引 き続 き優先 させ るとともに(森 林館周辺:0.152、

家族の丘:0,194、 キャンプ場:0.194)、 他方 で遊歩道 に対す る作業 を充実 させたい と意

識(0.194)し ていることがわかった。

2)内 浦 山県 民 の 森 にお け る意 識 調 査 の結 果

作業種に関す る各項 目の比較結果(図4-20,補 注4-2,4-3)を み る と、清和

県民の森 と同様 に、現在 ビジター管理 に対す る優先度(0.279)な どが高いために、生物

管理 作業は現在 の優先度 が低 く(0.037)、 非常 に不足(0.620)し てい るが、将来県民の

森の観光 レク リエーシ ョン的環境 を向上 させ るためには、生物管理作業 を積極的に優先 さ

せ る必要があ ると(0.409)、 管理者 が意識 していることが分かる。 また 、その度合いは

清和県民の森 よ りもよ り顕著な結果 となって表われている。

次 に、生物管理作業を行 う目的に関する各項 目の比較 については、内浦 山県民の森では

維持作業や向上作業 に比べてすべての比較 の結果で回復作業の値が顕著に高くなっている

ことが分か る(現 在の管理作業の優先度:0.765、 現在の管理作業の不足度:0.701.将 来

の管理作業の優先度:0.765)。 その理由は、内浦 山県民 の森 は近年ヤマ ビルが大発生 し、

春か ら秋 にか けての観 光 レク リエー シ ョン利用に支障が出ているので、その解決 が最優先



内浦山県民の森

注1:各 項目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度
中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注2:数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:CI-整 合度
CR-整 合比

図4-20内 浦山県民の森における管理者の意識

課題 とされているためである。 しか し、上述 の通 り管理作業全体か らみた場合、現在 の生

物管理作業の優先度 は低 く、わずか0.034に す ぎない。一方 で、現在 の生物管理作業 の不

足度は実に0.620、 将来の生物管理作業の優先度について も0.409の 比重 を占めている。

従って、内浦 山県民の森のすべての作業内容か らみた場合、生物管理作業に関する回復

作業の現在の優先度 はご く僅 かに しかな らず(0.037×0.765=0.026)、 一方 で、現在の

不足度は非常に高 く(0.620×0.701=0.435)、 将来の優先度 も高い比重 を占めている(0.

409×0.765=0.313)。 よって、内浦 山県民の森では、将来県民の森 の環境 を向上 させ る

ために管理者がや らなければな らない と意識 している作業 と、 日々の管理作業の中で優先

させなければならない管理作業 との問に、大 きなギャップがあることが確認 され 、生物管

理作業に関する回復作業が十分 に行 えていない現状が読み取れ る。



最後 に、生物管理 作業 に関す る 「2グ ル ープ ・6種 類 の活動類型」の各項 目の比較 では、

内浦山県民の森では、清和県民の森 と同様 に、原則 として現在 中央広場(0.371)や キャ

ンプ場(0.200)な どの来訪者が多 く訪れ る施設の作業 を優先 してい ることが分かる。 し

か し、来訪者が確実 に訪れるといえども清和県民の森のよ うに建物周辺(体 育館周辺(0.

029)や 資料館周辺(0.029))の 生物管理作業 を積極的に優先 しよ うとい う意識 はそれほ

ど高 くない ことが分かった。

また、ヤマビル が多い遊歩道 で、現在の優先度(0.143)よ りも不足度(0.313)の 値が

非常に高 くなっていた。 この ことは、先 に述べたヤマ ビル の大発生で悪化 した環境 を回復

させ るための作業の不足が遊歩道管理 で顕著にみ られていることを示 してい る。また、将

来生物管理作業を優 先 させたい と考えている施設にはキャンプ場(0.256)、 樹木園(0.0

34)な どが挙げ られ、自然 と親 しむための施設の充実を望んでい ることが明 らかになった。

3)大 多 喜 県 民 の森 にお け る意 識 調 査 の結 果

作業種に関す る各項 目の比較結果(図4-21,補 注4-2,4-3)を み ると、大多

喜県民の森 でも、現在 ビジター管理(0.271)や 施設管理(0.431)の 優先度が高いために

生物管理作業の優先度 は低 く(0.053)、 不足 している と意識(0.367)さ れてお り、県民

の森 の観光 レク リエーシ ョン的環境 を向上 させ るためには将来生物管理作業を積極的 に優

先 させ る必要がある と管理者 が意識(0.260)し ていると解釈でき る。 しか しなが ら、ア

ンケー ト後 に行った補足の聞き取 り調査の内容によると、清和県民の森や内浦 山県民の森

と比較す ると、全般的に現在行 っている管理作業の不足度は少ない ことがわかった。今回

の意識調査 は、すべて相対値で結果が表わ されている。そのために、大多喜県民の森の結

果 自体は清和県民の森 と類似 した値 を示 してい るが、清和県民の森 ほ どの作業の不足は感

じられていない ようである。

次に、生物管理作業を行 う目的に関す る各項 目の比較 については、現在維持作業 の優先

度が高いのであるが(0.642).相 対的 に不足 してい ると意識 されて いる作業 もまた維持

作業(0.650)で あるとい う結果になった。ただ し、上述 の通 り、大多喜県民の森では全

般的 に作業 の不足度が少 ないため、 この結果 ほどには作業量が不足 してい るわ けではない

と考 えられ る。 また、将来県民の森 の観光 レク リエーシ ョン的環境 を向上 させ るためには

維持作業を充実 させ ることよりも、向上作業を率先 して優先すべ きである と、強 く意識(0.

942)し ている とい う結果がみ られた。

最後に、生物管理作業に関す る 「2グ ループ ・6種 類の活動類型」の各項 目の比較では、

現在 の生物管理作業の優先度 については、県民の森が主要 な施設 の1つ と位置づけている

竹笹 園に対す る作業 の比重が一番 高 く(0.320)、 その次 に来訪者が多数訪れ る芝生 の広

場(0.283)や キャンプ場(0.189)な どに対する比重が続 いている。また、ピクニックコ

ース(0 .075)や 展望 コース(0.057)な ど来訪者が比較的訪れない施設に対す る比重は、

それ らに比べて低 くなっている。 また全般的にみて、清和県民の森や内浦 山県民の森 より



大多喜県民の森

注1:各 項目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度

中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注2:数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:CI-整 合度
CR-整 合比

図4-21大 多喜県民の森における管理者の意識

は施設全体の生物管理作業を満遍 なく行お うと意識 している傾 向がみ られ た。

cま とめ

以上、3箇 所の県民の森の事例 ごとに、結果 を考察 した。 以下には、3箇 所すべての県

民の森における結果 を通 して言 えるこ とにっいて考察を行い、まとめをお こな う。

・作業種に関する各項 目を比較 した結果では
、生物管理作業は、すべ ての県民の森 で現在

の優先度 の値 よりも現在の不足度の値のほ うが上回っていた。 この傾向は、以前に行った

作業 日誌 を用いた解析結果か らも示唆 され ていた内容であ り、生物管理作業が県民の森 で

慢性的に不足気味にあるとい う傾 向が、管理者 の意識の上か らも裏づ けられた と考 えられ



る。

・全 ての県民の森 で、現在 の生物管理作業 の優先度 の値 よ りも、将来の生物管理作業の優

先度の値 のほ うが高くなっていた。つま り、観 光 レク リエーシ ョン林 として県民の森の環

境を向上 させ るためには、生物管理作業を現状 よりも積極的に推進 しなけれ ばな らない と

い う意識 が、すべ ての県民の森の管理者 にあることを表 している。

・生物管理作業は、 ビジター管理作業 よりも現在 の管理作業の優先度が低 く、逆 に不足度

が軒並み高 いとい う結果 になった。以前行 った作業 日誌 を用いた管理作業 の定量的な解析

結果か らも、ビジター管理作業な どに押 されて生物管理作業の相対的 な作業量が減少する

とい う傾向がみ られたが、今回の結果 はその傾 向が管理者 の意識の面か らも裏 づけられた

と考 えられ る。

・生物管理 を行 う目的に関す る各項 目の優先度や不足度の状況は、各県民 の森 で大 きなば

らつ きがあ り、一定の傾向はみ られなかった。 このば らっきは、各県民の森が現在おかれ

てい る状況 に大きく依存 してい るもの と考 えられた。

・「2グ ループ ・6種 類の活動類型」の各項 目に関す る優先度 ・不足度について も、各県

民の森 によって相違 が見 られた。 しか し、その結果を聞き取 り調査の内容 を加味 して判断

す ると、すべての県民の森 で来訪者 が多数訪れ る施設 に対す る生物管理作業が優先 され る

傾向がみ られた。そ して、大面積の県民の森 ほ ど、建物の周辺や広場 な どの来訪者 の 目に

っ きやすい ところを重点的に整備 しようとす る意向があ り、小面積の県民の森 ほ ど、それ

以外の施設 も含 め、全体的に満遍な く整備 しよ うとす る傾 向がみ られ た。

(8)レ ク リエ ー シ ョン林 に お け る生 物 管 理 作 業 に対 す る管 理 者 の 意 識

(そ の2)-館 山野 鳥 の 森 ・船 橋 県 民 の森 にお け る調 査-

a研 究 の 背 景 お よび 目的

1)は じめ に

本項では、引き続 き館 山野鳥の森、船橋県民の森 における管理者 の意識調査の結果 を報

告す る。

筆者 らは既に、館山野鳥の森は 「野鳥」とい うテーマ性をもってい ることな どか ら、a.

鳥を脅かす可能性がある運動型 ・宿泊型 の施設 を整備 していない こと、b.野 鳥や飼 育鳥

のための管理作業の比率が高いこと、c.春 か ら夏にかけては生物管理の作業量が高 く、

冬に ビジター管理の作業量が高 くなること、d.作 業月の配分状況 は作業 の絶対量の不足

が起因 してい ること、な どを指摘 している。

また、船橋県民の森 は、人 口密集地に近 く利用密度 が高いことな どか ら、a.作 業月の

作業延べ 日数の3分 の2は 園内巡視な どの ビジター管理が 占め、生物管理 は作業 の種数は

多い ものの延べ 日数比 は1割 程度であること、b.ビ ジター管理 はコンスタン トに通年行

われてお り、生物管理 は春 から夏 に、備品 ・施設管理 は冬 に多 く行われ ること、などを指

摘 している。

2)方 法

本調査 では、上述の3県 民の森の調査 と同様 に、AHP法(階 層化意志決走法)に よるア



ンケー ト調 査を行った。理想的 には複数の管理者を対象に合議 の上で回答 して もらうのが

望ま しいが、対象 とした管理事務所 は少人数 で運営 され てい るた め、各々代表者1人 に対

す るアンケー トとした。アンケー トでは、a.現 在 の管理作業の うち優先度 が高い項 目は

何 か、b.現 在 の管理 作業の うち不足度が高い項 目は何 か、c.将 来 の管理作業の うち優

先度 を高 くすべき項 目は何かについて、作業種間、生物管理作業を行 う目的間、生物管理

作業 に関す る立地一活動因子間の項 目を比較 してもらった。 これ らの項 目は既存の調査結

果 を参考 に、すべての千葉県民の森で統一 され るよ うに選定 した。

また、アンケー ト調査の終了後に どのよ うな基準 ・考 えのもとで比較を行ったかについ

て.補 足的 に聞き取 り調査を行った。

なお、本調査 は1994(平 成6)年12月 に行われた。

館山野鳥の森

注1:各 項目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度
中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注21数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:Cl-整 合度
CR-整 合比

図4-22館 山野鳥の森における管理者の意識



b結 果 な らび に 考 察

1)館 山 野 鳥 の 森 に お け る 意 識 調 査 の 結 果

1)-1作 業 種 に 関 す る 各 項 目 の 比 較

館 山野鳥 の森 の調 査結 果(図4-22,補 注4-2,4-3,4-4)で は、 現在 ビジ

ター管 理 を優 先 させ る意 識 が高 く(0.448)、 そ れ に生 物管 理(0.221)や 施 設 管理(0.22

1)が 続 く。 また 、 生物 管理 は現在 不 足(0.451)し て い る と意 識 され て い る。 そ して、将

来 も ビジ ター 管理(0.367)が 必要 で あ るが 、生 物 管理(0.409)も 充 実 した い意 向 を持 っ

て い る こ とが伺 えた。

(補注4-4)今 回の結果、館山野鳥の森の結果の一部で回答の整合度と整合比が0.15を 超えた。この

値は0.15以 下であることが統計上好ましい。 しかし今回は、逸脱度はさほ ど高くなく、また補足の聞き

取 り調査の結果を加味 した結果、このままでも管理者の意識傾向が十分読み とれ ると判断 し、アンケー

トの取 り直 しは行わなかった。

1)-2生 物 管 理 作 業 を行 う 目的 に 関す る各 項 目の比 較

現在館 山野鳥の森 では、維持作業(0.637)を 優先的に行 ってお り、相対的に向上作業が

不足(0.618)で あると意識 している。また、将来優先 したい作業も向上作業(0.618)で

あった。

1)-3「2グ ル ー プ ・6種 類 の 観 光 レク リエ ー シ ョンの 活 動 形 態 」 別 の生

物 管 理 作 業 の 重 要 度 の比 較

現在館 山野鳥の森で優先 しているのは、資料館周辺(0.487)な ど来訪者 が確実に多数訪

れ る施設周辺 の生物管理作業であ り、反面来訪密度が低い探鳥道の作業は不足気味(0.53

3)で ある と意識 している。 また、将来は探鳥道の作業 を充実 したい意 向(0.599)が 読み

とれた。

2)船 橋 県 民 の 森 の意 識 調 査 の 結 果

2)-1作 業種 に 関す る各 項 目の比 較

船橋県民の森 の調査結果(図4-23)で は、現在生物管理(0.379)は ビジター管理

(0.379)と ともに優 先度 が高 く、不足感 も少 ない(生 物:0,072、 ビジ ター:0.087)。

また、将来 は相対的に不足気味である施設管理や ビジター管理 にカを入れたい と意識 して

いること(施 設:0.392、 ビジター:0.302)が 読み とれた。

2)-2生 物 管 理 作 業 を行 う目的 に 関す る各 項 目の 比 較

現在船橋県民の森 は、維持 作業 に重きが置かれてお り(0.460)、 その分回復作業(0.4

29)と 向上作業(0.429)が 不足だ と意識 してい る。 ただ し、生物管理作業 自体の不足感

が低 い とい う上述の結果や、アンケー ト後に行った補足の聞き取 りを考慮す る と、不足感

その ものが非常に少ない と意識 され てい る。また、将来優先 したい作業は維持作業(0.600)



で あっ た。

2)-3「2グ ル ー プ ・6種 類 の観 光 レク リエ ー シ ョン の活 動 形 態 」 別 の生

物 管 理 作 業 の 重 要 度 の 比 較

現在船橋県民の森 で最 も優先 している作業 は、 ビジター が最 も訪れ る集いの広場への作

業(0.578)で.反 面遊歩道への作業が不足(0.525)で あると意識 してい る。ただ し、同

上の理 由で不足感 そのものが少ない。 また.将 来は集いの広場へ の作業 を優先(0.522)

したい としてい る。

船橋県民の森

注1:各 項目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度

中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注2:数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:CI-整 合度
CR-整 合比

図4-23船 橋県民の森における管理者の意識



cま とめ

以上、館 山野鳥 の森、船橋県民の森の2箇 所 を対象 とした調査か ら、以下のことが明 ら

かになった。

・「野鳥」 とい うテーマ性 をもってい る館 山野鳥 の森ではあるが、面積が大 きく園 内全体

に生物管理 作業 の手が回 らないため、資料館周辺(0.487)な どの来訪者が多 く訪れ る場

所 に対す る作業 を優先 させ る意識が見 られた。 そ して、設置方針のメイ ンに位置す る探鳥

道 などに対する生物管理作業の不足(0.553)を 感 じていた。

・船橋県民の森で も.来 訪者が多 く訪れ る集 いの広場な どに対す る優先度 が現在 高 く(0.

587)、 比較的来訪者が少ない遊歩道 などの生物 管理の不足度(0.525)が 高かった。 ただ

し、生物管理の不足感そのものが低かった。

・県民の森の面積 が大 きくなるにつれ て生物管理の比重が低下する とい う傾向が作業 日誌

による調査 で指摘 され ていたが、今回の結果 もそれに沿 っていた。102haの 館 山野鳥 の森

では野鳥 をテーマ としていることもあ り、生物管理 の現在 の優先度は ビジター管理に次い

で高かった ものの(0.221)、 不足度がそれ以上に高かった(0.451)。 一方 、15haと 小面

積の船橋県民の森 では生物管理 の優先度 は現在高 く(0.379)、 不足度 も少 なかった(0.0

72)。

・両県民の森 とも、生物管理における維持作業の優先度 は回復 ・向上 作業 よ りも高 く(館

山:0.637、 船橋:0.460)、 維持作業の不足感 は低かった(館 山:0.086、 船橋:0.143)。

また将来は、生物管理作業が不足 している館 山野鳥の森 では向上作業を中心に、ほぼ適正

量を確保 できている船橋県民の森では維持作業 を優先 させ る意 向を持 ってお り、異なって

いた。また、上述の作業員作業 日誌 の解析 から生物管理作業の 目的に対す る意識 は各県民

の森の置 かれた状況に より大きく異な るとい うことが指摘 されていたが、今回の結果 もそ

れに沿ったもの と考 えられ る。

(9)東 庄 県 民 の森 にお け る管 理 者 の意 識

a管 理 者 の意 識 調 査

東庄県民の森 における調査で も、まず県民の森の管理作業 に詳 しい管理者 を管理事務所

に選出(1人)し て も らい、その管理者 を対象 に、AHP法(階 層化意志決定法)を 利用 した

アンケー ト調査 を行 なった。

このアンケー トでは、東庄県民の森で、①現在の管理作業の うち優先度が高い管理項 目

は何か、②現在の管理作業 の うち不足度が高い管理項 目は何か、③将来の管理作業の うち

優先度 を高 くすべき管理項 目は何かについて、作業種間、生物管理作業の 目的間、生物管

理作業に関す る立地一活動 因子間の各項 目を比較 した。 これ らの比較項 目はこれ まで述べ

てきた県民の森の調査結果 を参考に選定 した。調査は1994(平 成6)年8月 に行 なわれた。

そ して、管理者 の意識調査の結果 は図4-24の 通 りである。

は じめに上層 の作業種間の比較 について考察す る。現在の優先度 と不足度 は、生物管理

(0.285,0.355)、 施設 管理(0.381,0.225)、 ビジター管理(0.292,0.289)で 高 く、備 品

管理(0.067,0.088)や 会議 ・研修等(0.038,0.041)で は低い結果 となった。 これ は現在優

先的 に行 なっている作業項 目がなおかつ不足状態 にあることを示 している。 また、現在 は



東庄県民の森

注1:各 項 目の右肩の上段の数値-現 在の管理作業の優先度
中段の数値-現 在の管理作業の不足度
下段の数値-将 来の管理作業の優先度

注2:数 値は横に合計すると全体で1になるように相対化されている。
(但し四捨五入の都合上必ずしも丁度1にならない場合がある。)

注3:CI-整 合度
CR-整 合比

図4-24東 庄県民の森における管理者の意識

施設管理作業が最優先 される反面、生物管理作業が最 も不足 していることが読み取れた。

生物管理 が他の優先度の高い管理作業に圧迫 されて不足す る傾向が これまで述べてきた県

民の森の調査結果で も指摘 されてお り、今回の結果はそれ を管理者 の意識面か らも定量的

に裏づけた といえる。 また、将来的 には全ての項 目に均等に労力配分する ことを理想 とし

てい る管理者の意向が うかがえた。

次に、中層の生物管理の 目的間の項 目の比較に話 を移す。結果か ら、現在は維持作業(0.

715)を 非常 に優 先的 に行なってい る一方 で、向上作業(0.067)が 手薄 にな り不足す る現状

が見 られ、将来 よ り良い県民の森 にす るた めには向上作業 の労力を大幅 に増加(0.710)さ

せねばな らない と考 えている管理者の意図が読み取れた。また、回復作業 については、当

地では大 きな病 虫害な どがないため、概ね順当に作業がこなせていることが読み取れ た。



最後 に下 層 の生物 管 理 に 関す る 「2グ ル ー プ6種 類 の活 動 類型 」 の 項 目の比較 に話 を移

す。 この比 較 に関 して は、管 理者 が 具体 的 な イ メー ジ を持 って い た ほ うが答 えや す く、適

切 な 回答 を引 き出せ る と考 えた た め、東 庄 県 民 の森 に実 際 にあ る施設 問 で比 較 して も ら う

ことに した。 そ の た め、東 庄 県 民の森 には 自然 ・運動 型 と施 設 ・宿 泊型 の利 用施 設 が ない

ので比 較 対象 か ら除外 した。 ま た、施 設 ・学習 型 施設 にっ い て は屋 外型 と屋 内型 に大別 で

きた た め、2項 目に分 ける こ とに した。 結果 を考 察す る と、 全 ての段 にお い て 自然 ・休養

型(0.340,0.277,0.272)、 自然 ・散 策 型(0.278,0.307,0.272)、 施 設 学 習型A(0.304,

0.277,0.310)と い っ た 自然 を相 手 にす る施設 の 生物管 理 の比 重 が高 く、施設 ・運動 型(0.

067,0.076,0.096)や 施設 ・学習 型B(0.047,0.062,0.049)と い っ た人 工 的施 設 まわ り

の生物 管 理 に対 す る比 重 は低 か った。 この こ とは 自然 的 な施設 に対す る作 業 は現 在 も優先

的 に作 業 を行 な っ てい るに もか かわ らず 、 なお かつ不 足状 態 に あ り、将 来 よ り質 の 高い 県

民 の森 を創 造 して い くた めに は、 これ らの作 業 を更 に推 進 してい く必 要 が あ る と考 え られ

た。

4-2千 葉 県 民 の森 に お け る調 査 の ま とめ

以上、千葉県にある6箇 所 の県民の森を対象 に、管理作業の実態調査お よび管理作業に

対す る意識調査を行 ってきた。

その結果 、まず初めに、3県 民の森の比較調査課か ら、管理 している森林 の状況が類似

していれ ば、県民の森の面積が広 くなるにっれ て、ビジター管理に割かれる労力が大 きく、

そ して生物管理に割かれ る労力が少 なくな り、清和県民の森 では大半 の労力がビジター管

理に割かれ る実態が明 らかにな った。また生物管理 に投入 され る人的労力 は、 まとめて投

入 され るとい う傾向が明 らかになった。 また、労力が一時に投入 され るといって も、特定

の期間に集 中す る傾 向がある とは言い切れず、 ビジター管理 などと比較する と、作業の優

先順位 が低 い傾 向が見 られた。 さらに、各観光 レク リエーシ ョン施設 ごとに行なわれ る生

物管理の内容を整理 した結果、作業内容 は観 光 レク リエーシ ョン施設の特徴 に依存 しない

日常的な管理作業が主で、施設 を特定 して行なわれ るものは造園的管理が多かった。以上

をも とに検討 した結果 、現在の管理作業 内容には、積極的に森林 の利用ポテンシャルを高

めるための作業がほ とん どない ことが分か った。そ して、その様 な作業を増加 させ ること

が、将来 の望ま しい観光 レク リエー シ ョン林施業 の方 向性 である と考 えられた。ただ し、

管理作業 の内容 については、県民の森の運営 目的や利用形態の違 いで大き く変動す ること

も館 山野鳥の森 ・船橋県民の森 における調査の結果か ら明 らかになった。

そ して、県民の森 の管理作業の内生物管理 に着 目して管理実態 を考察 したところ、①木

本管理 と草本管理の割合はほぼ同程度行われ てお り、動物 に対す る管理 はほとん ど見 られ

なかった こと、②森林管理 と造園的管理 との割合はほぼ1:2の 割合 であったこ と、③毎

年行 われ るようなルーティーン ワー クが4分 の3を 占めること、④管理 の 目的は、生物の

維持保全、景観、 ビジター対応 がそれぞれ1:1:1の 割合であること、⑤作業後の環境

変化 については、維持作業がほぼ3分 の2を 占めることなどが明 らかになった。

さらに、管理者 に対する意識調査を行った結果では、生物管理作業 は、①すべての県民

の森 で現在の優先度の値 よ りも現在の不足度 の値のほ うが上回っていたこと、②現在の生



物管理作業の優先度 の値 よりも、将来の生物管理作業の優先度の値 のほ うが高い、つま り

観光 レク リエー シ ョン林 として県民の森 の環境 を向上 させ るためには、生物管理作業を現

状 よ りも積極的に推進 しなければな らない とい う意識が管理者 にあること、③生物管理作

業は、 ビジター管理作業 よりも現在の管理作業の優先度が低 く、逆 に不足度が軒並み高い

とい う結果になった。 このことについては、作業 日誌 を用 いた管理作業の定量的 な解析結

果か らも、 ビジター管理作業な どに押 されて生物管理作業の相対的な作業量が減少す ると

い う結果がみ られ たが、今回の結果 は、その傾向が管理者の意識の面か らも裏づ けられた

こと、④来訪者 が多数訪れ る施設に対す る生物管理作業が優先 され る傾向があることな ど

が明 らかになった。そ して、大面積 の県民の森 ほど、建物の周辺や広場 などの来訪者の 目

につ きやすい ところを重点的に整備 しよ うとす る意向があ り、小面積 の県民の森ほ ど、そ

れ以外の施設 も含 め、全体的に満遍 な く整備 しよ うとす る傾向がみ られた。

そ して、以上の結果 を、後の第5章 で流域 スケール の森林管理 を考 える際 には、面積的

な制約 条件か ら、流域 スケールでは、 よ り生物管理に手が回 らない状況が想定できため、

第6章 では、流域全体 の森林 について如何 に優 先順位 をつけて、整備の方 向性 をはっき り

と示 し、向上的 な作業 を、如何に効果的に行 うかとい うことを示す ことが、重要 な課題 に

なって くると考 えられた。

また、実際 に既存 の研究成果 に当たってみ ると、例 えば茨城 県独 自の県単独事業である

「平地林保全対策事業」で平地林の保全 を積極的に行っているものの、保全が行 える平地

林の割合 は全平地林 の数%に す ぎない ことを明 らかに したや研究や(柳 幸2000)、 同 じ地

域にお ける粗朶組合 の活動実態 を調査 した結果、管理可能 な面積 は全平地林の1%に 満た

ない割合 であ るとした研 究(穴 見 ・香川2002)な ど、計画対象森林 を満遍 な く計画的 に観

光 レク リエー シ ョン管理 を行 うには難 しい実態が明 らかにされてい る。 また、森林ボラン

ティアが労働力 ではないことも過去 の研 究によ り明 らかにされてい る(山 本2000)。

以上の ような状況を鑑み、次章では観 光 レク リエーシ ョンの観 点か ら森林管理上留意す

べき地区を地理的 に判定する手法 についての検討 を行 う。



第5章 観 光 レ ク リエ ー シ ョンの 観 点 か ら森 林 管 理 上 留 意 す べ き 地 区 を地 理 的

に判 定 す る手 法 の 開発

第5章 では、第1章 か ら第4章 での考察や分析 、調査 の結果 を受けて、観光 レクリエー

ションの観点か ら森林管理上留意すべ き地区を地理的に判定する手法 の開発 に取 り組む。

手順 としては、は じめに、森林計画制度における観 光 レク リエーシ ョンの位置づけ(5

-1) 、な らびに現行 の林野行政 、および現行 のものに至 る以前の観光 レク リエー シ ョン

機能の評価法を概観 して、その特徴や問題点 についての考察を行い、観光 レク リエーシ ョ

ンの観 点か ら森林管理上留意すべき地区を地理的に判定す る手法の開発を行 う背景や 目的

につ いて整理 を行 う(5-2)。 そ して、それ を受けて、地域に散在す る観 光 レク リエー

ション資源や施設 に関す る森林管理面か ら見た場合の重要度や、管理 が有効 な地理的範囲

について、市町村の森林管理担 当者 に対す るアンケー ト調査を行い、明 らかにす る(5-

3)。 続 いて、その結果 を受けて、森林管理上留意すべ き観光 レク リエーシ ョン地域 の算

定手法 について、 旧笠間営林所管内にお ける予備的検討 を行 う(5-4)。 そ して、その

検討 をふまえて、茨城県の霞 ヶ浦地域森林計画 区(都 市近郊平地流域:5-5)、 お よび

八溝多賀森林計画区(中 山間流域:5-6)の 、2つ の実際の森林計画区に対 して手法 を

適用 して考察を行い、両者 の比較(5-7)を 行い、最後に総括 を行 った(5-8)。

5-1こ れ ま で の森 林 計 画 制 度 にお け る観 光 レ ク リエ ー シ ョン の位 置 づ け

5-1で は、森林計画制度の歴史的展開過程 を整理する中で、森林計画制度 における観

光 レク リエーシ ョンの位置づけ られ方について、簡潔に整理を行 いたい。

現在、我 が国で行われている森林計画制度 の体系は、既 に第2章 の前半 に記述 した とお

りで(図2-1)、 「森林 ・林業基本計画」および 「全国森林計画」の もと、国有林は 「地

域別の森 林計画」に、民有林 は 「地域森林計画」、 「市町村森林整備 計画」、 「森林施 業計

画」の空間スケール ごとの階層構造に分 けられ、長期 的視点に立って、森林資源 の保続培

養 と森林生産力増大 を図 りながら、森林の多面的機能が十分に発揮 され るように、森林 の

施業 を計画的かっ合理的に行 う制度 である。

そ して、既に第2章 の後半で行った 「我 が国の観光 レク リエーシ ョンにかかわる森林管

理施策の動 向」に関す る考察で も触れてきたとお り、我が国における森林計画制度の原型

は、1939(昭 和14年)に 戦時体制 下で開始 された 「施業案監督制度」 にさかのぼることが

できると考 えられ る。

元来、我 が国の林野行政は、1897(明 治30)年 に制定 された 「森林法」で、「営林 の監

督」 とい う大義名分のもと、森林管理 に努 めてきた。ただ し、 この時点では、公有林や社

寺林、民有林を対象 に、森林の経済的保続や国土荒廃の懸念がある場合に限 り、主務大臣

が営林 の方法を指定可能であると規定 されているにす ぎず 、国内全域の森林を計画的 に管

理す る とい う体系は とられていなかった。その後1907(明 治40)年 の森林法改正では施業案

の指定や認可の権限が地方長官 に変更 された ものの、営林方法が規定 され るのは一部の森

林に過 ぎない とい う状態 は変わ らなかった。



しか しなが ら、戦時下体制 の1939(昭 和14)年 の改正に より、森林法は、公有林、社寺

有林そ して私有林の所有者 が、原則 として 自己の所有森林 について施業案 を編成 して、地

方長 宮の認可を受ける制度へ と変更 され た。つ ま り、1939(昭 和14)年 の森林法改正 にお

いて、我が国の民有林すべて に施業案 を義務づ け、全所有者に対 して木材生産 の保続 を図

るために施業事項が指定 され るようになった訳である。

このよ うな変貌を遂げる中、我が国の森林法 における 「営林 の監督 」 とい う言葉 の中身

は、木材の保続生産 から国土荒廃の防止までを広 く含んだ内容 か ら、木材資源 の伐採 を強

化す るた めの 「保続生産」へ と、焦点が絞 られ るように変化 していった といえる(鈴 木19

79)a

第二次世界大戦 が終結 してか ら暫 く経ってから行われた1951(昭 和26)年 の森林法改正

に よって誕生 した 「森林計画制度」は、必然的にこの ような戦前か ら戦中期 にかけての、

我 が国の 「営林 の監督」 に対す る考え方をべ一スにつ くられてい る。そのため、本論文で

テーマ として採 り上げてい る観光 レク リエー シ ョンのための森林管理 とい う考 え方が十分

考慮 され るよ うな計画体系にな らなかった ことは、ある意味時代の必然 と考 えられ る。

ま してや、このよ うな経緯か ら、第2章 で も指摘 したとお り、現在 でも森林計画制度 は、

例 えば都市計画制度 などとは異な り、ある人間の活動地域を一体的に とらえた上で計画、

管理 を行 うとい うよ りは、ある地域か ら森林だけを抜 き出 して、周囲の他 の土地利用 との

関係 を深 く重視せずに、その森林に内在す る価値や意義か ら将来の計画を判断す るとい う

考 え方が根付いて しまった ことが指摘できる。 しか しなが ら、木 平 ら(2003)が 指摘 してい

るとお り、森林 に対 して近年 とみに多様化 してきた価値観 を、森林計画に反映 させ るため

には、現在の森林計画学の再構築が求め られている。そ して、そのた めには図2-4で 示

した とお り、森林の内側のみ を見る森林の管理体系か ら、周囲のラン ドスケー プ管理 を採

り入れた管理体系へ と計画 の理念 を拡大 してい くことが今後必要 にな ると思われ る。

このよ うな視点に立って考 えると、第2章 で概観 した我 が国で行われて きた観光 レク リ

エーシ ョンの機 能評価や林野施策 として行われた観光 レク リエー シ ョンに関連す る事業、

森林の観 光 レク リエーシ ョン機能 の貨幣評価 の結果な どは、 「ある地域 か ら森林 だけを抜

き出 して、周囲の他の土地利用の地域 との関係 をさほど重視せず に」行ってきた施策であ

るとい う側面が否定できず、第3章 で見てきた我が国にお ける戦後の観光 レク リエーシ ョ

ンのための森林管理 にかかわる研究の結果 も、同様の側面が否定できないのではないか と

考え られ る。

したが って、本章で開発 を進 めてい く予定で ある 「観光 レク リエー シ ョンの観点か ら森

林管理上留意すべ き地区を地理的 に判 定す る手法」 を考えるにあたっては、「特定の森林

のみを見た森林 の管理体系か らラン ドスケープ管理 を採 り入れた管理体系へ と計画の理念

を拡大」 させるこ とを念頭において行 きたい と考える。

その前に、次項では、前提知識 として、 これまでに我が国で構築 されてきた林野施策に

おける観光 レク リエーシ ョンの機能評価 にっいての整理 を行 う。

5-2林 野 施 策 にお け る観 光 レク リエ ー シ ョン機 能 評 価

5-1で も触れた とお り、林野庁 は、1970年 代に既 に森林の機能評価 を行った実績 があ



り、その後 もそれ に伴 う通達 を出 している(林 野庁1977、 林野庁1991)。 そ して、その中

には観光 レク リエー ションに関わる評価 方法が記述 されている。 また、その後林野庁は、

上記の手法 を発展 させ る形で、1996(平 成8)年 の 「森林資源に関す る基本計画」の改定

に合わせ て、1997(平 成9)年 度か ら 「森林 と人 との共生」上重要な観光 レク リエーシ ョ

ン林 を判定する手法についての検討 を行 っている(林 野庁1998、1999)。

本項では、それ ら林野施策における既存の観光 レク リエーシ ョン機能 の判定手法の内容

について整理 し、その特徴 について考察を行 うことにする。具体的 には、は じめに林野庁

の通達以前に行われ ていた森林の観光 レク リエーシ ョン管理評価 に関わる調査 を概括 した

後、その次に通達 として公式に出され ている1991(平 成3)年 の林野庁 「森林 の機能別調

査実施要領」における観光 レクリエーシ ョンの評価法につ いて どのよ うな評価基準が とら

れてきたのかを概説 し、その特徴 について考察 を行 う。つづいて、この通達以降に林野庁

の報告書 として公表 されてい る 「『森林 と人 との共生』上重要な観 光 レク μエーシ ョン林

を判定す る手法」において、観光 レク リエー シ ョン機能 の評価が、 どのよ うに行われ る仕

組みになってい るのか を検討 し、その特徴や問題点について考察 を行 う。

(1)「 森林 の機能 別調査実施 要領 」以前 に行 われた評価 法

林野庁によ り、公式かつシステマテ ィックな機能評価 を行 うとい う通達が出 され る以前

に行われた事例 としては、まず はじめに1963(昭 和38)に 開始 され、林野庁によ り各地の国

有林 で一斉 に行 われた 「国有林野観光保健休養資源調査」に関わ る報告書(札 幌営林局196

5,青 森営林局1966,大 阪営林局1965,秋 田営林局1966,大 阪営林局1966,秋 田営林局196

7,秋 田営林局1968,東 京営林局1971,前 橋営林局1972な ど)の 存在を見 ることができる。

これ らの報告書 は、各営林局管内の主要な観 光地域を対象 に入 り込み者数や交通 アクセス

か ら自然環境や観光施設のデザインまで、幅広 く採 りあげてい ることが特徴である。つま

り、これ らの報告書の内容は、森林の管理 自体を計画論的に明 らかに しようとい うことを

直接の 目的 にした もの とい うよ りは、一般的な観光学の見地か らま とめ られた 自然地域に

おける観光資源 ・利用 などに関わる実態調査の報告書であ るとい う側面が強い。 また、同

時に、同資源調査は、各営林局管内の中で も、特に主要 と考 えられ る既存観光地域の開発

を 目的 とした報告書であ り、かっ国有林のみを対象 としているため、本論文で対象 と考え

ている 「地域森林計画 区の内部を観光 レク リエーシ ョンの視点か ら評価す る」 とい う内容

とは異なった 目的を持 っていることが指摘できる。

また、上記国有林にお けるシステマテ ィックな資源調査のほかにも、各種団体等 によ り、

森林観光 レクリエー シ ョンに関わる、資源調査や機能評価が行われれ てることが確認でき

る。 その中には、本論文で用いたメ ッシュ評価法を用いた研究な どの萌芽的研 究を見 るこ

とができる。例えば、新造園家集団(1966)は 、その手法 を直接森林計画制度 の体系に組み

込む意図があったか否かは不明であるが、伊豆半島を対象 に観光資源 の地理的分布 などに

着 目し、4kmメ ッシュの資源分布度 の調査を行 った り、地形や土地利用を200mメ ッシ ュで

表現す る手法な どを用いて、観光 レク リエー ション機能の評価 を行 うことを試みてい る。

新造園家集団は、このほかにも同様 のメ ッシュ解析 を、熊本県阿蘇地域(新 造園家集団1

966)や 、北海道 の野幌森林公園(加 藤1967)な どでも展開 してい る。



さらに、1970年 代 にはいる と、奥多摩 ・高尾地域((社)日 本観光協会1975)や 奥鬼怒地域

(前橋営林局1977)な どの報告が見 られ る様 になる。 これ らの報告で もメ ッシュ評価法が

用い られ、林業における施業団地のスケールを意識 して観光 レクリエーシ ョンの機能評価

が行われている。 つま り、1960年 代に行われ た調査 と比較す ると、よ り森林管理 に関心が

寄せ られたア ウ トプ ッ トを出す ようになってきた と考 えられ る。 しか しなが ら、この時点

でも我が国の森林計画制度 に、 この手法 を直接組み込む ような意図は伺 えず、そのため、

現場 の森林管理者 が計画樹立のにあたって手軽 に利用できる手法 とい うよ りは、大学 の研

究室で大型 コンピュータを用いて解析 を行 うとい うスタイルで進展が止 まって しまった と

い う事実が指摘できる。つ ま り、その後の コンピュー ター の一般的普及やパー ソナル化、

ユーザーインターフェースの進化に伴 い、パー ソナル コン ピュー タを用いた現場担当者が

使用可能な簡便な手法に昇華す るとい う方向に研究は進展 しないまま、その後 に続 く継続

的研究が見 られな くなって しまった といえる。

要す るに結果論 ではあるが、これ らの研究 は、メッシュ法を用いた地理的解析の先駆け

として注 目に値す るが、1970年 代後半か ら継続的な研 究を見るこ とができな くなって しま

った。そ して、例 えば1980年 代 の後半か ら1990年 初頭 にか けての リゾー トブー ムの際、森

林計画の中で、観光 レク リエー シ ョンの機能評価法 として これ らの知見が生かされずに、

第3章 で とりま とめた とお り、 リゾー ト開発 に批判的な研究考察が多 く出 され ることにな

ったのは誠 に残念である。

実の ところ、本論文で検討 しよ うとしている地理的評価法は、いわばこの新造園家集団

に端 を発 し、その後四半世紀 ほど途絶 えて しまったメ ッシュ評価 による観 光 レクリエーシ

ョンの評価法を進展 させた ものであるとい う位置づけができなくもない。

もちろん、この四半世紀の間 に、人々のライフス タイル、観光 レク リエーシ ョンに関す

るイ ンフラス トラクチュア、森林計画制度 をは じめとす る制度、解析 を行 うコンピュータ

ーの環境
、デー タベース をは じめ とす る情報環境な ど、あ らゆるものが大 きく変革 してい

る。また、下記 に示す とお り、 「森林の機能別実施要領」な ど、現存の森林の機能評価法

も実在す るとい う現実 もある。

さらにいえば、 当時の国内情勢 としては、 自然地域 における観光 レク リエーシ ョン地が

不足 してい るため、新規開発が施策の主眼であった一方で、現在 は資源開発や施設の整備

な どは一部では飽和的水準に達 している状況 におかれているとい う点 も大 きく異なる。つ

ま り、現在は観光 レク リエー シ ョンの新規開発的計画ではなく、既存 の観光 レク リエーシ

ョン資源や施設 を適切に管理するため、如何 に森林管理を有効 に行 うか とい う時代に入っ

ている といえる。

したがって、本論文では基本的 にこの新造園家集団 らのアイデアに源が あることは否定

できない ものの、現代 の時勢 に合わせて、単に彼 らの研究の継続的位置づ けに とどま らず、

①森林計画制度にお ける利用を直接 的に意識 し、②現場 の森林計画担 当者の裁量の 自由度

が高い方法 で、③既存観光 レク リエーシ ョン情報データベースの利用 が可能で新規 の情報

収集 が必要 ないな ど簡便 さを強 く意識 した観光 レク リエー ションに関わ る評価法の開発 に

重点的に努 めることに した。



(2)林 野庁 「森林 の機 能別調査 実施要領 」 にお け る観 光 レク リエ ーシ ョンの評価 法

a評 価法の概要

林野庁による森林 の機能別調査は、第2章 でも述べた とお り、1973(昭 和48)年2月 の

「森林資源 に関する基本計画」の初改定な どの一連 の動向に端を発 している。 その改訂の

際に森林の基本的機能が、①木材生産、②国土保全 、③水源かん養の3機 能(後 に、①木

材生産、② 国土保全 、③水源かん養、④保健保全の4機 能 に改定)と された ことか ら、地

域森林計画や国有林 の地域別の森林計画において、属地的 に森林 の整備 目標を定 めるのに

必要な客観的資料を得 るこ とを 目標 として、森林の公益的機能にっいての調査が実施 され

た。その調査要領 は、1977(昭 和52)年 に初 めて制定 され、1991(平 成3)年 の改定(3林

野計第294号)を 経 て今 日に至っている。

本項では、以下にこの調査における機能評価の うち、観光 レク リエーシ ョン機 能に関わ

る部分、つ ま り保健文化機能の1991(平 成3)年 の調査 の内容 を以下に取 りま とめ、その

内容 に関す る分析 を行 う。

1991(平 成3)年 の機能調査 では、 「保健文化機能」は 「保健、文化及び教育活動に寄

与す る機能お よび自然環境 を保全 ・形成す る等の機能」 と定義 されてお り、本論 で扱 う観

光 レク リエーシ ョン機能の他 に、教育や 自然保全 などの要素 も加味 して一体的に評価が行

われている。 しか しながら、下記に示す とお り、評価 因子の具体的内容 を見る限 りでは、

「④の森林構成」 に関わる部分の一部な どを除 くと、ほ とん ど観 光 レク リエー・ション機能

の評価 になっているといっても過言 ではないことが分 かる。

この調査で、「保健文化機 能」 の評価の対象 としては、①景観 圏域 、②河川湖沼等、③

史蹟等 、④森林構成 、⑤行動性、⑥利用施設 の6つ を基準評価因子 として位置づ け、a.

自然資源 の観光的魅 力度、お よびb.風 致維持 の効用等に基づいて、全国一律 の基準で重

み付けを行って、国土数値情報の3次 メ ッシュ(1kmメ ッシコ.)を4分 割 した2分 の1メ

ッシュを用いたメッシュ評価 を行 っている。

そ して、各評価因子の具体的内容は、下記に ゴシック体で示 した とお りで、評価基準は

表5-1に 示 したとお りである。

【評価因子の具体的内容 】

①景観圏域

(ア)山 岳 ・高原 ・海岸 ・岬 ・島嶼 を評価対象 とし、 自然景観 の鑑賞対象地 として地域的

に一体的ま とま りを有する観光影響 圏域 を区分 し、該 当メ ッシュがそれ に含まれ るか どう

かを調査す るとともに、その圏域の核 をなす評価対象の観光的魅力度 をもって評価 区分す

る。

(イ)評 価対象の観光的魅力度 につ いては、その規模 、形状等 の景観 スケール、観光客の

誘致力の程度等によ り、評価区分す る。なお、該 当影響圏域を確定す ることが困難 な場合

には、 自然公園の地帯区分、 レク リエーシ ョンの森の区域、風致保安林及び保健保安林の

指定区域 、保健機能森林 の指定 区域 、その他観 光客の入 り込み利用状況等 を勘案 して区分

す る。



表5-1保 健文化機能 評価因子別評価基準表

(ウ)評 価対象の種類 ・内容は次に よる。

山岳:地 形図に名称が記載 されている山岳、高峰の観光的魅力度

高原:一 般的に○○高原、○○ヶ原 、○○台、○○平 と呼ばれ ている平坦地 ・緩斜地で

比較的標 高の高い個所 の観 光的魅力度

海岸:砂 浜、砂丘、岩礁、断崖な どによって構成 されている海岸風景の観光的魅力度

岬:地 形図に○○岬、○○ノ鼻、○○崎な どと名称が記載 されているものの観光的魅

力度

島嶼:地 形図に記載 されている島嶼 、○○群島、○○列島な どの観光的魅力度

②河川、湖沼等

(ア)河 川 、湖沼、峡谷、滝、湿原 、.岩石 、洞窟な どの特異地物、 自然現象を評価対象 と

し、 「見 る」 「行動す る」場 と しての観光的魅力度 につ き、その種類 、規模 、形状、周辺

の環境等 の内容を調査検討する とともに、各種観光資源調査報告書等 を参考 として、その



対象 区域 を確定 し、評価区分す る。

(イ)評 価 対象の種類 ・内容は次による。

河川:河 川 の中流、下流部 の河川風景(河 川+周 辺)の 観光的魅力度

湖沼:地 形 図に単独の湖沼 または湖沼群 として名称が記載 されてい るもの及び 自然地形

を活 か して造成 された人造湖 の観 光的魅力度

峡谷:一 般的 に○○峡、○○峡谷、○○谷 と呼ばれ るもの及び山間部 を流れ る渓流(河

川 上流)の 観光的魅力度

滝:地 形図 に滝又は諸瀑 として名称が記載 され てい るものの観光的魅力度

湿原:森 林地域に所在す る湿原沼沢で、地形図に記載 されているものの観光的魅力度

特異地物:岩 柱、洞窟、洞穴、岩門、鍾乳洞、溶岩流、賽 の河原、断崖、岸壁な ど特異

な地物 の観光的魅力度

自然現象:樹 氷、霧氷な どの気象現象に よるもの、地獄現象な どの火 山現象 による もの

の観光的魅力度

③史蹟等

国及び都道府県指定の史跡、名勝、天然記念物及びその他史跡、社寺、城跡 ・城郭等の

人文資源 並びに集落跡、貝塚、洞穴、横穴、古墳、窯、たたら等の遺跡の所在個所及び種

類 ・規模等の内容 を、「天然記念物緊急調査 主要植物地図」「全国遺跡地図」(文 化庁)そ

の他都道府県教育委員会等の関係資料 により調査す る。

④森林構成

(ア)メ ッシュ内で多 くの面積 を占める代表的林分 についての林種、林相、林型、林齢等

の内容及 びメッシュ内に占め るその比率並びに林分の配置状況 について空中写真 、森林簿

等によ り調査す る。

面積割合 がほぼ同 じである場合は、地域の森林 の配置状況、施業上の取扱い等を勘案 し

て代表林分 を定めるもの とする。

(イ)調 査対象 の種類 ・内容は次による。

林種:人 工林 、天然林、無立木地等

林相:針 葉樹林(針 葉樹70%以 上)、 針広混交林(31-69%)、

広葉樹林(広 葉樹70%以 上)

林型:単 相林 、複相林

単相林:林 冠構成 が単相 をなす林分、上層林冠の粗密度 が密 で単一林相 を呈す る林分

または粗密度が3以 下の無立木地

複相林:林 間構成 が複相 をなす林分 または上層林冠 の粗密度が中で下層木が多 く複相

林的状態を呈す る林分

林齢:100年 以上、60-100年 、40-60年 、40年 以下

その他:① 鑑賞対象 とな りうる植物群落の有無

(高山性植物 、サクラ、ツツジ、シラカバー斉林等風致的に優れた植物群落)

②風致的効果を有す る集約施業対象人工林



⑤行動性

(ア)車 道、歩道の経路及び展望地の有無並び にそれ らの利用状況について調査す る。

(イ)展 望地は城 山、峠、三角点、丘の頂部等眺望が開け、かっ、車道、歩道、 ロープウ

エイ等の到達経路がある地点 とする。

⑥利用施設

(ア)常 設 キャンプ場、フィール ドアーチェ リー場、スキー場 、自然動植物園、森林公園、

自然教室、観光牧場等の野外 レク リエーシ ョン、 自然教育等のため、一般人が利用 しうる

施設の種類別有 無及びその内容 を調査する。

(イ)観 光旅館 、民宿、宿望、保養所等で一般人が利用 しうる宿泊施設の種類別有無及び

その内容 を調査す る。

なお、1991(平 成3)年 の評価法 には、上記 の基準の他に、局所的 に補正評価 を行 う基

準 として、

(ア)貴 重な植物群落の存在や、(イ)風 致の維持、公衆の保健 のため国や都道府県が指

定 している保安林や レク リエーシ ョンの森(国 有林)に 考慮す る場合が必要になることが

あると明記 され てい る。

b評 価法の特徴 ・問題点

以上、林野庁 による1991(平 成3)年 の観光 レクリエーシ ョン機能 の調査要領 を概観 し

た。 この評価手法の一番の特徴は、①観光 レク リエー シ ョンのための森林管理 で考慮すべ

き資源や施設 を、全 国一律 の基準に より定めてい ること、②観光 レクリエーシ ョン機能の

重要度 を国際的な観光地か ら地域 レベルに限定 され た観光地までに序列 をつけるとい う評

価基準に よ り分類 してい ること、な どが挙げ られ る。

しか しなが ら、再三述べ てきたとお り、現在の森林計画制度 は、地方分権 を指向 してい

るため、上記①に対 しては、観光 レク リエー シ ョンのための森林管理で考慮すべき資源や

施設 は、地域 で 自ら考えるべ きであ り、加 えて第1章 の後半で見てきた結果 を踏まえると、

多様 な観光 レク リエーシ ョン資源や施設について、森林 との関わ り合いの強 さな どを加 味

しなが ら利用の トレン ドを把握 し、森林計画に考慮することが可能な方法 に改善すべ きで

ある点が問題点 として指摘できる。

また、② に対 して も、観光 レクリエーシ ョン機能の重要度を、国による序列ではなく、

地域主体 で考えるべ きである点に加 え、近年 ごく普通の農 山村 における体験活動や里山等

の価値が見直 され、その結果国 レベルでは突出 した存在 とは言 えない森林地域の観光 レク

リエーシ ョン的価値が高 くなってい る点などか ら、1991(平 成3)年 の機 能評価 のよ うな

重み付けが、必ず しも地域で考えている、あるいは地域が必要 としている観 光 レク リエー

ションのための森林管理の優先順位 と一致す る とは限 らな くなってきた点 などが問題 点 と

して考え られる。

さらに、第3点 目として、この評価法では宿泊施設の存在 を、機能評価の加点因子 とし

て掲げてい るが、宿泊施設 は、基本 的に価値 のある観光 レク リエーシ ョン資源や施設 が、

その近辺に存在す る結果 としてつ くられ るとい う因果関係があることが指摘 できる。つま



り、キャンプ場やセ ンター施設 的な役割 を持 った宿泊所な ど、宿泊所 自体に観光 レク リエ

ーシ ョンの主体的 目的 を併せ持 っていない限 りは、その宿泊施設 の存在 を加点要素に加え

るこ とが、機能評価 において二重に加点 して しま うことにつながると考 えられた。 その点

について も改良の余地があると考 えられた。

(3)1997(平 成9)年 度 の林野庁 の観 光 レク リエ ー シ ョン機能 の評価法 について

1997(平 成9)年 度に行われ た 「『森林 と人 との共生』上重要な観光 レク リエー シ ョン

林 を判 定す る手法」の報告書*注5-1においては、上記 の問題点 を考慮 して、手法の改善が行

われた。本項では、その手法について概観 し、引き続き残 された問題点についての考察を

行 うことに した。

*注5-1:同 報告書については、筆者 もワーキングメンバーの1人 として関わっている。

a「 森林 と人 との共生」上重要な観光 レク リエーシ ョン林 を判定す る手法

1997(平 成9)年 の手法においては、観 光 レク リエー シ ョン機能 を評価するための観点

として、以下に挙げる6項 目を採 りあげてい る。

①保健文化 的に定評のある自然 ・文化資 源 の保全

②保健文化 的に定評 のある自然 ・文化施設 の保全

③保健文化 的利用に供 され る交通機関 を有 している地域の森林

④法今等 こ基づ く保全森林の類型化

⑤行政制度や慣習 よる類型化

⑥景観 的要 因による類型化

1997(平 成9)年 度の手法では、1991(平 成3)年 の機能評価の問題点 として掲げ られ

ていた、 「観光 レク リエー シ ョンのための森林管理で考慮すべき資源 や施設 を地方で 自ら

考えるべ きであ り、その結果第4章 で見て きた ような多様な観光 レク リエー ション資源や

施設を考慮可能 な方法にすべきである点」 については、全国観光情報デー タベース を用い

ることで、改 良が加 えられている。全国観 光情報デー タベース とは、(社)日 本観 光協会

が国内の全市町村の観光担当部署にアンケー トを行 うことで、国内の観光 レクリエーシ ョ

ン資源や施設 を取 りま とめて発行 しているデー タベースである。 このデー タベースを用い

ることによ り、森林 と直接 関わる観 光 レク リエーシ ョン資源は もちろんの こと、間接的な

利用 しかないもの も森林管理を行 う際 の検討 の俎 上に載せ ることを可能 とした。

また、「観 光 レク リエーシ ョン機能 の重要度 を、国全体による序列 ではなく、地域主体

で考えるべ きであ る点」についても、地域 ごとに観光 レク リエー ション資源や施設 の重要

度を決める ことが、選択的ではあるが可能 な方法に改良 された。 さらに、宿泊施設 につい

ては、キャンプ場 な ど宿泊活動 自体が観 光 レク リエーシ ョンの 目的 とな るような場合 を除

いて、評価 の対象 か ら除外 された。

それでは以下にゴシック体で、同手法による観光 レクリエー シ ョン機能 の評価 プロセス

を概説す る。そ して、引き続 き、林野庁(1997)の 同報告書 に掲載 されている、千葉県君津



市の三石 山観音周辺の森林団地 を対象 に評価 を行った事例 について述べ る。

b評 価手法の概要

①保健文化的に定評のある自然 ・文化資源 の保全

名所 ・観光地 ・登山道 などの定評のある 自然 ・文化資源か、 あるいはそのポテンシャル

を持つ地域で、保健文化的に維持管理 を行 うことが必要な地域について、表5-2に 示す

とお り、高中低(HML)の 類型化 を行 うことに した。 この項 目につ いては、 「使 用価値
*注5-2」的価値観 の基づ く判断が多分に求 められ るため

、市民 ・住民や 、地方 自治体の行政

担当者 による意見のす りあわせが必要にな ると考えられ る。 またMやHの 価値判断の線

引きの 目安については現在 のところ参考 とな る調査研究は皆無に近い。将来的 には、 この

点に関す る追加の調査研 究を行 う必要 があ る。

なお 、 この表 に挙げ られた 自然 ・文化資源 の内容は、(社)日 本観光協会発行 の 「全国

観 光情報フ ァイル」における掲載基準 を参考に した。

*注5-2:使 用価値 とは物の有用性、物の直接的効用による価値、人間の欲望を満たすこと

ができる性質を指 し、交換価値(他 の商品の一定量と交換 しうるような商品 としての価値)と

は異なる。

②保健 文化的 に定評のある自然 ・文化施設 の保 全

公的 レク リエーシ ョン施設、ハイ キングコース、キャンプ場な どの定評 のある 自然 ・文

化施設 か、あるいはそのポテンシャル を持つ地域 で、保健文化的に維持管理 を行 うことが

必要な地域 について、表5-3に 示す とお り、HMLの 類型化を行 うことにした。 この項

目につ いても、上記同様 「使用価値」的価値観 の基づ く判 断が多分に求 め られ るため、市

民 ・住民や、地方 自治体の行政担 当者 による意見のす りあわせ が必要 になると考 えられ る。

またMやHの 価値判断の線 引きの 目安 については現在の ところ参考 となる調査研究は皆無

に近 い。将来的 には、この点に関する追加 の調査研 究を行 う必要がある。

なお、 この表 に挙げ られた 自然 ・文化施設 の内容は、(社)日 本観光協会発行 の 「全国

観光情報 ファイル」 における掲載基準 を参考 に した。

③保健文化的利用に供 され る交通機 関を有 している地域の森林

ケーブル カー、 ロープ ウエイ、遊覧飛行 コースな どの定評 のある観光交通機 関を有 して

いる地域 で、保健文化的 に維持管理 を行 うことが必要な地域について、表5-4に 示す と

お り、HMLの 類型化 を行 うことに した。 この項 目についてもまた、 「使 用価値」的価値

観の基づ く判断が多分に求め られ るため、市民 ・住民や、地方 自治体の行政担 当者に よる

意見のす りあわせが必要 になると考 え られ る。またMやHの 価値判断の線 引きの 目安につ

いては現在の ところ参考 となる調査研 究は皆無に近い。将来的には、 この点に関す る追加



表5-2保 健文化的に定評ある自然 ・文化資源 を有 している地域の森林

◎:最も当てはまりやすいと考えられる判定

○:当 てはまる可能性のある判定

の調査研究を行 う必要がある。

なお 、この表に挙 げ られ た交通機 関の内容 は、(社)日 本観光 協会発行 の 「全国観 光情

報ファイル 」における掲載基準 を参考に した。



表5-3保 健文化的に定評ある自然 ・文化施設 を有 している地域 の森林

◎:最も当てはまりやすいと考えられる判定
○:当 てはまる可能性のある判定



表5-4保 健文化的利用に供される交通機関を有している地域の森林

◎:最 も当てはまりやすいと考えられる判定
○:当てはまる可能性のある判定

④法令等 に基づ く保全森林の類型化

保健文化機能 を発揮す るためにのために、各種法令 ・条例 によ り担保 されている森林が

すでに存在 している。そのため、それ らの森林 について、表5-5に 示す とお り、HML

の類型化 を行 う。

①行政制度や慣習 による類型化

法令で正式 に規定 され ているものではないが、その重要性が行政施策や慣習 によって認

められている森林について、表5-6に 示す とお り、HMLの 類型化 を行 う。

⑥景観 的要因による類型化

人 口集 中域や名所 ・観 光地 ・展望地等か らの可視地域 は、景観的 にみて重要度 が高い と

考えられ る。そのため、実査またはGISに よる可視不可視分析を行った結果、景観的要

因か ら保全が必要 と判断 された森林 を表5-7に 示す とお り、HMLの 類型化を行 う。

c千 葉県君津市にお けるケーススタデ ィ

上記 の手法に対す る適用事例 としてのケーススタディを以下に紹介する。

対象地は君津市南東部 に位置する三石山観音周辺793.04haの 森林である。対象地には,

三石山頂 に位置 し,本 堂に3つ の巨大 な奇岩 があることが有名 で古 くか ら信仰 の対象 とさ

れてきた三石 山観音があ り,ま た,総 合保養地域整備法における重点整備 地区に一部指定

され てい る地域である。対象 とした小流域 の概要は図5-1及 び表5-8に 示 した とお り

である。

この小流域で,先 に述べた判断基準 に基づ き保健文化機能の評価 を行った結果,以 下に

示す とお りとなった。

①保健文化的に定評 ある自然 ・文化資源 を有 している地域の森林

対象の小流域では,以 下の項 目が該 当 した。

①-13保 健文化的 に定評ある神社 ・仏閣 を有 している地域の森林

三石 山観音 を取 り囲む林班(図6-2,表6-9)



表5-5法 令等 によ り指定 され ている保健文化的に重要 な森林

◎:最も当てはまりやすいと考えられる判定
○:当 てはまる可能性のある判定



表5-6行 政制度や慣習による保健文化森林

◎:最 も当てはまりやすいと えられる判定

○:当 てはまる可能性のある判定

表5-7景 観的に重要な保健文化森林

◎:最 も当てはまりやすいと考えられる判定

○:当 てはまる可能性のある判定

上述 の通 り,三 石 山観音は本堂 に3つ の巨大 な奇岩があることが有名で古 くか ら信仰を

集め,伝 統文化的な価値 が非常に高い。そ して,検 討の結果,三 石山観音地域 の風致 を維

持するためには隣接 している4つ の林班すべてについて保健文化的に高い価値付 けを行 う

必要 があると判断 された。

表5-2に よると,「 保健文化 的に定評あ る神社 ・仏 閣を有 している地域の森林」の判

定はHな い しMが 目安になっている。三石 山観音 は地域的重要性 が高い と判断 されたため,

該当林班全域(522.68ha)をHと 判定 した。



図5-1対 象森林団地の概要図(林 班図)

表5-8対 象地の林班面積(君 津市南三石山観音周辺)

②保健文化的に定評ある自然 ・文化施設を有 している地域の森林

当該地域では,こ の項 目に該 当す るものが見 られなかったため,判 断基準に用いなかっ

た。

③保健文化的利用 に供 される交通機関 を有 している地域の森林

当該地域では,こ の項 目に該 当す るものが見 られなかったため,判 断基準に用いなかっ

た。



図5-2三 石山観音 を取 り囲む森林

(ハ ッチングは評価H、 白地は評価Lを 示す)

表5-9三 石山観音 を取 り囲む林班

④法令等 により指定 されている保健文化的 に重要な森林

対象 の小流域では,以 下の項 目が該 当した。

④-20総 合保養地域整備法 重点整備地区 森 と湖の ロマ ンティ ックリゾー ト

(亀 山 ・清和地区)(図5-3,表5-10)



図5-3総 合保養整備法の重点整備地区に該 当す る森林

(ハ ッチングは評価H、 白地は評価Lを 示す)

表5-10総 合保養地域整備法の重点整備地区に該当する準林班

表5-5に よる と重点 整備 地 区はHを 目安 に判 定 す る よ うにな って い る。 こ こで はそれ

に従 い,該 当地域 の森 林(727.72ha)をHと 判 定 した。



④-26森 林法 保健保安林(図5-4,表5-11)

表5-5に よる と保健保安林はHを 目安 に判 定するよ うになっている。 ここではそれに

従 い,該 当地域 の森林(45.9ha)をHと 判定 した。

図5-4保 健保安林に該当す る森林

(ハ ッチ ングは評価H、 白地は評価Lを 示す)

表5-11森 林法の保健保安林に該当する準林班

⑤行政制度や慣 習による保健文化森林

⑤-4自 治体等がす でに行 った森林機 能評価の結果,保 健 文化機能 に関 して高い評価

を得ている森林 千葉県による生活環境保全機能 の調査結果

(図5-5,表5-12)

千葉県は,平 成7年 に 「森林保全 ・整備指針」をとりまとめている。その中の1項 目に

保健休養機能が含まれてお り,5段 階評価 されている。そのた め,そ の結果 を今 回の判定

に利用 した。



図5-5千 葉県による調査の結果保健休養 ・文化的に重要 と判断 された森林

(ハ ッチングは評価H、 黒塗 りはM、 白地 は評価Lを 示す)

表5-12千 葉県による調査の結果,保 健文化機能が高いと評価 された準林班

表5-6に よると,「 自治体等がすでに行 った森林機 能評価 の結果,保 健文化機能 に関

して高い評価 を得ている森林」については,そ の評価結果 に応 じてHな い しMの 判定を行

うこととなってい る。 そのため,検 討の結果,評 価 が4な い し5で あった13.51haの 森林

にはH,3で あった146.33haの 森林 にはMの 判定を与 えることに した。

⑥景観的に重要な保健文化森林

対象地内では三石 山観音か らの眺望が保健文化的に重要 であ る。 しか しなが ら,①-13



によ り三石 山周辺の風致は評価 され てお り,三 石 山か らの主要 な景観は,こ の範 囲に収ま

るので改 めて項 目として設定 しなかった。

⑤総合評価

上記①～⑤ の結果 を総合す ると図5-6及 び表5-13に 示 した とお りとな る。そ して,

これ らの結果か ら小流域全体の評価 を計算す ると下記の通 りとな り,こ の小流域 の全面積

の3分 の2を 超 えるため、保健文化機能の評価 はHと した。

図5-6観 光 レクリエーシ ョン機能に関わ る総合評価結果

(ハ ッチングは評価H、 白地は評価Lを 示す)

表5-13総 合評価結果



(計算結果)

{(評価Hの 面積)*1+(評 価Mの 面積)*0.5+(評 価Lの 面積)*0}/(全 体面積)*100

=(534.08*1+0*0.5+258 .96*0)/793.04*100

=67 .34%>3分 の2(よ って判 定はH)

d評 価法 の特徴 ・問題点

以上、1997(平 成9)年 度の林野庁 による観光 レク リエーシ ョン機能の調査要領を概観

した。 この評価手法においては、①観光 レク リエー シ ョンのための森林管理 で考慮すべき

資源や施設 を、全国一律 の基準 により定めることをせずに、全国観光情報デー タベースや

法令 など、幅広い観 点に基づき重要度が決 め られ るよ うになった こと、 あるいは②観光 レ

クリエー シ ョン機能の重要度 を国 レベルの観光地か地域 レベルの観光地か とい う基準で分

けず に、地域 の事情 に応 じてHMLの 評価 をっ けることが、限定的 ・選択的ではあるとはい

え可能にな った こと、な どが特徴 として挙 げられ る。

しか しなが ら、依然本手法で も解決できていない点が見 られ る。

まず、第1点 目に、同評価法の解説の中で も検討課題 として再三記述 されていた ように、

保健文化的に定評のある観光 レクリエーシ ョン資源や施設 について森林管理上の重要度が

実際 どの程度で あるのか と確 かめた定量的 な指標が、我 が国にはな く、HMLと い う評価基

準は経験的な推測の域 を脱 していない とい う点があげ られ る。

また、第2点 目としては、第1点 目と同様 の観点 から、観光 レク リエー ション資源 ・施

設のために有効な森林管理 の範 囲にっいての定量的考察が行われていない ことが挙げ られ

る。 さらに言 えば、1997(平 成9)年 度の調査で評価項 目として挙げ られている 「景観 的

要因による類型化」 について も、 「観光 レク リエー シ ョン資源 ・施設 のために有効 な森林

管理の範 囲についての定量的考察」を行 うこ とで、項 目的 に一体化できるのではないか と

考え られ た。 したがってこれ ら2つ の点ついては、定量的な基準 を示す フォローア ップ調

査を行 う必要があると考 えられた。そのため、新たな評価法の確立に先立ち、後ほ ど6-

2項 でケー ススタデ ィを通 じて定量的な考察 を行 うことに した。

また、第3点 目と しては、1997(平 成9)年 の林野庁の手法では、観 光 レク リエーシ ョ

ン資源や施設のほかに、法令等の指定状況や、既存の森林機能評価の結果 などを、評価項

目として加 点の因子 としているが、これ らにつ いては、元々その地域に優れた観光 レク リ

エーシ ョン的資源や施設があるか ら法令 として保全 された り、機能評価 が高 くなっている

とい う側面が大 きいため、結果 としてポテ ンシャル算定に関 しては二重加点を行 っている

ことが否定できない。 さらに交通機 関の評価 についても、それ らの交通機関が独立的に観

光 レク リエー シ ョン活動の施設 として機能 してい る場合には加点の対象 としても問題 ない

と考え られ るが、そ うでない場合 には二重加点の材料 となって しま う懸念が伺 えた。その

ため、評価 の見直 し当たっては、それ らの二重加 点の懸念がある評価条項を加味せず に、

純粋 に地域 の観光 レク リエーシ ョン資源や施設に限って評価を行 うことが より合理的であ

ると考 えられた。

第4点 目としては、観光 レク リエー ション資源 が森林内 に存在、あるいはごく近 くに接

していな くては評価対象 にな らない点が挙 げ られ る。 この点については、序章か ら指摘 し



ているとおり、我が国は森林率の非常に高い国であるため、森林に直接接さずに、数k m程

度離れた場所で行われるよ うな観光 レクリエーシ ョン活動であって も、周囲の森林の存在

が活動に有益な影響を及ぼすケースが多分 に考え られる。そのため、森林内に存在 あるい

は接 していな くて も、森林の存在による影響が考慮できる範囲 に観光 レク リエーシ ョン資

源や施設があれ ば、それ を評価 対象 とする手法を確立す ることが望ま しい と考 えられた。

第5点 目としては、観 光 レク リエーシ ョンの観点か ら森林管理が重要 と判定 され た地区

について、その地区の文化性が高いために観 光 レク リエーシ ョンのた めの森林管理 を行 う

ポテ ンシャルが高 くなったのか、あるいは自然的観 光 レク リエーシ ョン要素が高いために

そ うなったのかな ど、高ポテ ンシャル に判定 された意味の解析 を行 うことができる手法に

なっていない とい う点である。今後地域の森林 の管理 のあ り方を考 えてい く場合 には、 目

標 となる森林像を明確に確立す ることが重要である。 しか しなが ら、1997(平 成9)年 度

の評価法では、該 当す る森林団地の観光 レクリエーシ ョン的価値が高い と判断 されて も、

どのよ うな根拠に基づき森林を今後整備 していけばよいのかが、その結果か らは読み取れ

ない とい う問題が残 され た。

第6点 目としては、第5点 目と関連す るが、例 えば全国 に158あ る地域森林計画区(流

域間)ご との、観光 レク リエー シ ョン的特性が、1997(平 成9)年 度 の評価手法では明 ら

かにな らないとい う点である。近年 、木材生産 に偏 らない地域 の特徴 が分かる森林地域 を

地域森林景観 として育んでい くことの重要性が指摘 され てい る(下 村1999)が 、そのため

には、地域森林計画において、対象 となる計画区がどの様な観光 レク リエーシ ョン的特徴

を持っていて、そのためには どのよ うな地域性 を持った森林景観像 をつ く り出すべ きか、

そ してその特徴 が他の地域 とどの ように違 うのかが、明 らかにできるよ うな評価法 を確立

す ることが望ま しい と考 えられ る。

以上第3点 目から第6点 目までの問題点の解決 については5-3か ら5-6項 で検討 し

てい く。




